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再生可能エネル
ギー産業の発展、

雇用の創出 

再生可能エネルギー技術開発に関する投資喚起 

再生可能エネルギー利用拡大の見通し 

市民（企業等を含む）参加を促す経済的誘因の抽出

資・利用 

高い再生可能エネルギー利用目標の設定 

市民の再生可能エネルギー設備投資・利用 

コストダウン 

技術進歩 

１．趣  旨 

2007 年に IPCC4 次評価報告書が発表され、地球温暖化が人為的要因であることが明らかとなっ

たことを受けて、地球温暖化防止をめぐる世界の動向は一変した。 

 わが国では、CO2の削減が遅々として進まず、京都議定書の目標である 6％削減の達成すら危ぶ

まれていたが、2008 年 6月の洞爺湖サミットにおける福田ビジョンで「低炭素社会への転換」「2050

年にわが国の CO2を 60～80％削減すること」を掲げ、2009 年 9月には新政権の鳩山首相が国連に

おいて「2020 年に CO2を 25％削減すること」を公約した。海外では、EU が CO2の 80％程度の大

幅削減を提唱し、アメリカはグリーン・ニューディールとして雇用と 2050 年に CO2の 80％削減な

どを打ち出し、大きな転換期を迎えている。 

 先進国でほぼ共通の目標となっている CO2の 80％削減は、省エネルギーの推進だけでは達成不

可能であり、エネルギーの低炭素化、即ち、化石燃料依存からの脱却が必要となる。そのためには、

原子力の利用促進、再生可能エネルギーの大胆な導入が不可欠となるが、ここでは取り組みの遅れ

ている再生可能エネルギーについて取り上げる。 

 再生可能エネルギーについては、RPS 法に加え、2009 年 11 月に太陽光発電の買取制度が開始さ

れたが、再生可能エネルギーの導入を促進するためには、意欲的な目標を設定し、市民・企業のや

る気を引き出し、成長のスパイラル構造を社会の中に埋め込む必要がある。この取り組みは、電機、

自動車につぐ新たな基幹産業の育成、日本の競争力強化にもつながるものである。 

 そこで、本部会では、低炭素社会実現のために、いかにして再生可能エネルギーの大幅導入を進

めるか、技術動向及び開発・普及のための制度の両面から調査・検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギーのスパイラル成長のしくみ 



２．活動概要 

 上記の趣旨をふまえ、再生可能エネルギーの大幅導入を進めるため、技術動向及び開発・普及

のための制度の両面から調査・検討を実施する。 

 本部会では、既に再生可能エネルギーとして定義されている、太陽光、風力、バイオマス、廃

棄物、水力、地熱等の他に、近く EU で再生可能エネルギーに位置づけられる見込みのヒートポ

ンプについても検討対象とする。 

 本年度は、定例部会を７回程度開催し、昨年度に抽出、整理した「現状の課題」を踏まえ、外

部の専門研究者、政策立案者等による講演及び意見交換、最新事例の現地調査等を実施する。具

体的には、再生可能エネルギーに関して以下の活動を実施する。 

 

（１）先端技術開発の状況および、実際の導入事例、課題について調査検討 

 再生可能エネルギーに関する先進技術について、研究機関、企業等の先端技術開発の状況およ

び、実際の導入事例、課題について調査検討を行う。 

 調査検討の実施にあたっては、例えば、太陽光においては、注目されている太陽光発電の他に、

太陽熱、パッシブソーラというように、様々な利活用方法について幅広く着目し、調査検討をお

こなう。また、メガソーラーや大規模ウィンドファームのように集中的に立地するような場合の

課題についても検討をおこなう。 

 

（２）開発・普及促進に効果的な施策制度について調査検討 

 再生可能エネルギーは、広く薄く分布しており不安定な、低品位なエネルギーである。このた

め、自然が長時間かけて精製した高品質エネルギーである化石燃料にコスト面で対抗するのは困

難である。そのため、再生可能エネルギーに関する技術開発、導入の取り組みを促進させるたに

は、何らかの制度的な支援が必要となる。 

 ここでは、再生可能エネルギーの開発・普及促進に効果的な施策制度、例えば、環境税、排出

権取引、投資減税、発生エネルギーの優遇価格買い取り等の枠組的な制度のほかに、地域的な活

動支援やグリーン認証など市民参加を促するような施策等について調査検討を行う。 

 

（３）再生可能エネルギーの大幅な導入に向けた方策の提案 

 上記の検討を踏まえ、低炭素社会実現のための、再生可能エネルギーの大幅な導入に向けた方

策を提案し、報告書としてまとめる。 

 



３．体  制 

 （１）委員構成 

    部 会 長  鈴 木   胖 （財）地球環境戦略研究機関 関西研究センター所長 

大阪大学名誉教授 

    副部会長  下 田 吉 之   大阪大学大学院工学研究科環境･エネルギー工学専攻教授 

    委    員  産業界、官界より２５名程度 

 

 （２）体制図 

    エネルギー技術対策委員会  

         【委 員 長：齊藤 紀彦（関西電力㈱副社長）】 

         【副委員長：中谷 秀敏（大阪ガス㈱顧問）】 

         幹事会  

         【幹 事 長：岩城 吉信（関西電力㈱研究開発室研究開発部長）】 

         【副幹事長：出馬 弘昭（大阪ガス㈱技術戦略部長）】 

   再生可能エネルギー部会 ～新しいビジネスチャンスを探る～  

          【部 会 長：鈴木  胖 

（（財）地球環境戦略研究機関 関西研究センター所長、大阪大学名誉教授）】 

          【副部会長：下田 吉之 

（大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻教授）】 

 

４．活動期間 

 本部会は、２年間を活動期間とする。 

 部会の開催は、７回／年程度の予定です。 

（主な活動スケジュール） 

活 動 項 目 平成２１年度 平成２２年度 

(1) 取り組み状況及び現状課題の整理 
  

(2) 先端技術開発の状況および、実際の 

  導入事例、課題について調査検討 

  

(3) 開発・普及促進に効果的な施策制度 

  について調査検討 

  

(4) 再生可能エネルギーの大幅な導入 

  に向けた方策の提案 

  

 

 

 

 

 



５．会  費 

 研究経費は、産業界の協賛会費（年額５０万円）を充てる。 

 ただし、中小企業の協賛会費は年額２５万円とする。 

 （１企業から複数名の参加も可能です。） 

 

６．事務局（申し込み、問い合わせ先） 

  〒550-0004 大阪市西区靭本町１－８－４ 

   財団法人 大阪科学技術センター 

   技術・情報振興部 

      参事 松久 光儀 

         島袋 豊子 

    TEL:06-6443-5322  FAX:06-6443-5319 

    E-MAIL: shima@ostec.or.jp（島袋） 

                                        以 上 



平成２２年度活動計画  

 

部会で取り上げる具体的な課題は、部会参加メンバーと調整しながら決定していく。 

 

【課題候補】 

 

・スマートグリッド 

 六ヶ所村（二又） スマートグリッド実証モデル 等 

 

・スマートハウス 

 「スマートハウス実証プロジェクト」（Ｈ２１年度経済産業省委託事業） 等 

 

・市民参加（市民ファンド、グリーン認証等） 

・太陽光発電 

 「おひさまエネルギーファンド」（飯田市のモデル事業と市民出資ファンド） 等 

 

・電気自動車、燃料電池車 

「電動車両（ＢＥＶ、ＨＥＶ、ＦＣＶ）」の動向 等 

  

・バイオマス 

 ソフトセルロース系バイオマスからのエタノール製造実証 等 

 

・地熱、地中熱 

 「日本における地熱利用」の在り方、地中熱利用設備の視察 等 

 

・風力 

六ヶ所村（二又風力発電所）ほか施設見学 等 

 

・再生可能エネルギーの大幅な導入に向けた方策の提案 

 フォーラム開催 

 報告書（提案書）作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２２年  月  日 

 

再生可能エネルギー部会 

～新しいビジネスチャンスを探る～ 

参加申込書 

 

財団法人  大阪科学技術センター 

 エネルギー技術対策委員会 

 委 員 長   齊藤 紀彦  殿 

 

 エネルギー技術対策委員会事業「再生可能エネルギー部会～新しいビジネスチャンスを探る～」

の趣旨に賛同し、下記により参加申込みを致します。 

 

 会 社 名 ・ 団 体 名                                                                  

 申込者（役職名・氏名）                                                                

 住   所    〒                                                                      

 電話番号                                   ＦＡＸ                                     

 

                                          記 

 

一、研究分担金を次の通り拠出します。 

  ○年 額：５０万円（ただし、中小企業の場合は２５万円） 

  ○支払方法と時期（一括払いか２回分割払いかをご指定下さい。） 

      ・一括払い：毎年  月に支払います。 

        ・分割払い：毎年１回目  月、２回目  月に支払います。 

 

一、委員は下記の者を登録します。（２名まで登録可、変更なき場合は記入不要） 

(1) ○所属・役職・氏名                                                                  

  ○連絡先住所  〒                                                                  

  ○電話番号                    ＦＡＸ                 Ｅ-ｍａｉｌ                     

 

(2) ○所属・役職・氏名                                                                  

  ○連絡先住所  〒                                                                  

  ○電話番号                    ＦＡＸ                 Ｅ-ｍａｉｌ                     

 


